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木曽川水系河川整備計画について

第1章 流域及び河川の現状と課題

第2章 河川整備計画の目標に関する事項

第1節 河川工事の目的、種類及び施行の場所
並びに当該河川工事の施行により設置
される河川管理施設の機能の概要

（治水、流水管理・水利用、環境）

●計画諸元表

第2節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

（維持管理）

第3章 河川の整備の実施に関する事項

第1節 整備計画対象区間
第2節 整備計画対象期間
第3節 河川整備計画の目標

（治水、流水管理・水利用、環境）

第1節 流域及び河川の概要
第2節 河川整備の現状と課題

（治水、流水管理・水利用、環境、維持管理）

木曽川水系河川整備計画 全体構成（案）河川整備計画

河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って20～30年間の

「河川整備の目標」や「河川工事、河川の維持の内容」につ
いて定める計画。

河川法施行令第10条の3項、一河川整備の目標に関する事項

河川法施行令第10条の3項, 二 河川の整備の実施に関する事項

●附図 （治水、環境、維持管理）

→河川工事及び河川の維持の目的、種類（整備メニュー）の具体的な施行の場所



2

木曽川水系の現状と課題
（第１章 流域及び河川の現状と課題）

※第２回木曽三川整備計画策定説明会【資料－５】参照
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目 標
（第２章 河川整備計画の目標に関する事項）
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整備計画対象区間・整備計画対象期間

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第１節 整備計画対象区間、第２節 整備計画対象期間

指定区間外区間（大臣管理区間）並びに、本計画の目標の達成に必要な施策を講じる必要がある指定区間及び流域とする。

整備計画対象区間

河川整備の効果を発現させるために必要な期間として概ね30年間とする。

なお、河川整備計画は現時点の流域における社会経済状況、自然環境の状況、河道
状況等を前提として策定したものであり、策定後のこれらの変化や新たな知見、技術の
進歩等により、対象期間内であっても必要に応じて適宜見直しを行う。

整備計画対象期間
大臣管理区間
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■高潮による災害の発生の防止及び軽減

満潮時に伊勢湾台風が再来した場合に高潮による災害の発生を防止することを目標とする。

■危機管理対策

計画規模を上回る洪水や高潮が発生した場合や、整備途上での施設能力以上の洪水や高潮が発生した場合、また大規模地震による
津波とともに、大規模地震の直後に洪水や高潮に見舞われた場合の被害を軽減するために必要な対策を実施する。

◆木曽川
戦後最大洪水となる昭和58年9月洪水と同規模の洪水が発生しても、安全に流下させることを目標とする。

◆長良川
戦後最大洪水となる平成16年10月洪水と同規模の洪水が発生しても、安全に流下させることを目標とする。

◆揖斐川
戦後最大洪水となる昭和50年8月洪水及び根尾川型の戦後最大洪水となる平成14年7月洪水と同規模の洪水が発生しても、安全に
流下させることを目標とする。

■洪水による災害の発生の防止及び軽減

平成16年10月洪水対応7,700m3/s400m3/s8,100m3/s忠節長良川

3,900m3/s

3,500m3/s

12,500m3/s

河道整備流量
（河道の整備で対応する流量）

平成14年7月洪水対応
昭和50年8月洪水対応

600m3/s
1,500m3/s

4,500m3/s
5,000m3/s

万石揖斐川

昭和58年9月洪水対応4,000m3/s16,500m3/s犬山木曽川

備考
洪水調節施設による

洪水調節量
目標流量地点名河川名

河川整備計画において目標とする流量と河道整備流量（本川基準地点）

洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

治水
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河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

※1 平成6年渇水相当

約26m3/s約 7m3/s約16m3/s忠節長良川

約30m3/s

約50m3/s

目標とする維持流量

0m3/s約 4m3/s万石揖斐川

0m3/s約28m3/s木曽成戸木曽川

異常渇水時※1の最小流量1/10規模の渇水流量地点名河川名

河川整備計画において目標とする維持流量

流水管理・水利用

■河川水の適正な利用

河川水の適正な利用については、近年の少雨化傾向に対応した利水安全度の確保や地盤沈下の防止を図るため、既存施設
の有効利用及び関係機関と連携した水利用の合理化を促進すること等により、河川の適正な利用に努める。

■流水の正常な機能維持

◆木曽川
木曽成戸地点において1/10規模の渇水時に40m3/s、異常渇水時（平成6年渇水相当）にも40m3/sの流量を確保し、維持流量の一部
を回復する。

◆長良川
忠節地点において1/10規模の渇水時に20m3/s、異常渇水時（平成6年渇水相当）にも11m3/sの流量を確保し、維持流量の一部を回
復する。

◆揖斐川
万石地点において1/10規模の渇水時に20m3/s、異常渇水時（平成6年渇水相当）にも20m3/sの流量を確保し、維持流量の一部を回
復する。

※流水の正常な機能を維持させるために必要な流量（正常流量）
流水の占用、舟運、漁業、景観、塩害の防止、河口閉塞の防止、河川管理施設の保護、地下水位の維持、動植物の保護、流水の清潔の保持等を総合的に考慮

し、渇水時において維持すべきであるとして定められた流量（維持流量）およびそれが定められた地点より下流における流水の占用のために必要な流量（水利
流量）の双方を満足する流量であって適正な河川管理のために定めるものをいう。
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豊かで多様性に富み、潤いと安らぎのある木曽三川らしい河川環境を目指す

河川環境の整備と保全に関する目標

第２章 河川整備計画の目標に関する事項
第３節 河川整備計画の目標

環境

◆木曽川
雄大な木曽川らしい多様で変化に富む自然環境および、木曽川を特徴づける動植物が今後も生息・生育できる自然
環境を保全・再生することを目標とする。

◆長良川
清流である長良川は、1300年の歴史を持つ鵜飼が営まれ、水浴場として利用されるなど、川と人との関わりが深い河川であり、その前
提となる良好な自然環境を保全・再生することを目標とする。

◆揖斐川
揖斐川特有の豊かな湧水・水際環境を保全・再生するとともに、床固や堰などの構造物や渇水時の瀬切れ等により失われている連続
性を回復し、生物のすみやすい河川環境を保全・再生することを目標とする。
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整備メニュー・施行の場所
（第３章 河川の整備の実施に関する事項）
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第３章 河川の整備の実施に関する事項

整備メニュー（総括表）

【治 水】 【流水管理・水利用】 【環 境】 【維持管理】

Ⅹ

③ 横山ダムの再開発

② 汽水域、緩流域の水質保全 Ⅺ

①

ダム等の総合運用の実施

③ 低水管理に必要な情報交換

適正な流水管理や水利用河川水の適正な利用及び流
水の正常な機能の維持

水利用の合理化

②
木曽川水系連絡導水路の建
設

⑤ 水質事故対応
流域における浄化対策との
連携（下水道整備、市民の
取組み）

河川の清潔の維持

Ⅱ
流水の正常な機能
の維持

河川環境の改善

②

①

①

都市河川等の水環境の改善

発電パイパス区間の流量回
復

治水対策、維持管理におけ
る景観への配慮、改善

関係機関、各種プロジェク
トとの連携（伊勢湾再生推
進行動計画）

①③

① 支川の対策

伊勢湾再生への連携

①

④

⑤

浸透対策

樋門・樋管・水門の整備

情報伝達体制の充実

②

高潮堤防整備

②

河川防災ステーション等の
整備

ダム等の総合運用の実施

④

③

Ⅳ 異常渇水対策

護岸整備(低水・高水)

徳山ダム渇水対策容量の活
用

川と人とのふれあ
いの増進

関係機関、利水者と連携し
節水対策強化の推進

木曽川水系連絡導水路の建
設【再掲】

高水敷整備

その他（トンボ池の湿地環
境の再生、南派川の流水環
境の確保、支川の緩流域環
境の保全・再生）

⑧

③
広域防災ネットワークの構
築

②

Ⅴ 河川流量の再生 ①

Ⅱ ①

④
二線堤、輪中堤の機能維
持、活用

Ⅳ 水質の維持・改善

② 防災意識の向上

東海ネーデルランド等の危
機管理行動計画の促進

連続性の確保

ワンド等の水際湿地の保
全・再生

砂礫河原の保全・再生

干潟の保全・再生

①

②

③

橋梁改築

堰・床止めの改築

適正な水利権許認可

①

②

取水及び貯留制限流量の維
持

堤防整備

①
渇水時の情報提供・情報伝
達体制を整備

Ⅲ

ヨシ原の保全・再生

樹林化対策

外来生物対策

遊水地等の整備

④

⑤

⑥

⑦

②

①

②

①

①

新丸山ダムの建設

水位低下 河道掘削・樹木伐開

横断工作物の改築

洪水調節機能の強化

①

②

③

①

何もしない

整備をする

Ⅳ

堤防強化

内水対策

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

危機管理対策

①

②

地震対策の推進

排水ポンプの整備

③

①

洪水の通常の作用に対する
安全性の強化

高潮に対する安全性の強化

何もしない

対策を行う

Ⅰ
河川水の適正な利
用

何もしない

対策を行う

Ⅰ
河川環境の整備と
保全

①

新丸山ダムの建設

多自然川づくり

② 自然再生事業

③ 魚がすみやすい川づくり

水辺のふれあい拠点の整備

Ⅲ

② 景観の保全

③
地域住民やNPO等との連携
の推進

①
ゾーニングによる環境の保
全

河川の特質を踏ま
えた環境の保全

水辺プラザ

水辺の楽校

①

③
地域住民やNPO等との連携
の推進

拠点のネットワーク化

②
河川利用のルール策定とマ
ナー教育

②

③

何もしない

維持管理を行う

Ⅰ 堤防の維持管理 ① 堤防の維持管理

② 堤防除草

①
樋門・樋管、排水機場等の
維持管理

② 老朽化に伴う施設更新

① 河床・河岸維持管理

② 樹木の維持管理

Ⅴ 許可工作物の適正維持管理

①
光ケーブル・CCTVの維持更
新

② 危機管理施設の維持

Ⅳ
河川維持管理機器等の維持
管理

① 堤体、放流施設の維持更新

Ⅵ 流下物の処理 ① 流木、ゴミ処理

Ⅶ
ダム本体・観測機器等の維
持管理

② 観測機器等の維持更新

①
貯水池及び周辺工作物の維
持管理

Ⅱ 河川工作物の維持管理

Ⅲ 河道の維持

特徴的な景観の保全
（日本ライン、金華山と長
良川、犬山城と木曽川）

①

河川浄化施設の適切な運用②

景観法に基づく景観計画と
の整合

③

① 河川利用の調整

② 安全な河川利用の推進

Ⅷ ダム貯水池の維持管理

② 貯水池容量の維持

③ 流下物の処理

④
貯水池及び下流部の環境維
持

Ⅸ 危機管理対策 ① 洪水時等の管理

② 水防に関する連携・支援

④ 河川情報システムの整備

③
東海ネーデルランド高潮・
洪水対策

河川利用・水面利用の適正
化

②
渇水時及び異常渇水時の対
応

② 水質の維持

① 不法投棄物の処理

① 河川愛護団体等との連携

地域に開かれたダム指定、
水源地域ビジョンの実施

Ⅻ 地域と連携した取り組み

②

④
わかりやすい水質基準の整
備

③
伊勢湾への流出物質のモニ
タリングと抑制

②
河口部の干潟・ヨシ原の再
生

③

Ⅴ 流砂系の健全化 ①
関係する機関と連携した調
査・研究の推進

②

② 堆積土砂の下流域への還元

被害を最小化するための取
り組み

①

③

③

② 遊水地の整備

緊急用河川敷道路・防災船
着場等の整備

①

①

土地利用の誘導③

防災関係施設の整備

犀川遊水地の整備

暗渠の改築 ①

①

①

②

渇水時における対
策

②
水利使用者相互間の水融通
の円滑化等を推進

②

③
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

【治水】

治水

①

②

②

③

新丸山ダムの建設

② 遊水地の整備

緊急用河川敷道路・防災船着場等の整備

①

①

土地利用の誘導③

防災関係施設の整備

犀川遊水地の整備

②

②
被害を最小化するため
の取り組み

①

③

①

②

地震対策の推進

排水ポンプの整備

③

①

洪水の通常の作用に対する
安全性の強化

高潮に対する安全性の強化

Ⅳ

堤防強化

内水対策

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

危機管理対策

水位低下 河道掘削・樹木伐開

横断工作物の改築

洪水調節機能の強化

①

②

③

①

②

①

③

護岸整備(低水・高水)

堤防整備

遊水地等の整備

橋梁改築

堰・床止めの改築

④ 二線堤、輪中堤の機能維持、活用

② 防災意識の向上

東海ネーデルランド等の危機管理行動計画の促進

③ 広域防災ネットワークの構築

①

①

④

⑤

浸透対策

樋門・樋管・水門の整備

情報伝達体制の充実

高潮堤防整備

河川防災ステーション等の整備

暗渠の改築

③ 横山ダムの再開発

高水敷整備

※青字は具体的な施行の場所を示している整備メニュー
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水位低下洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項①

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

水位低下対策に係る施行の場所①

【 河道掘削・樹木伐開 】
【 横断工作物の改築 】
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木曽川

長
良
川

揖斐川

徳山ダム
（試験湛水中）

横山ダム
（再開発中）

岩屋ダム

丸山ダム

長良川河口堰

阿木川ダム

味噌川ダム

万石

忠節

犬山

岐阜市

飛
騨
川

牧田川

伊
自
良
川

名古屋市

新丸山ダム
（建設中）

大垣市

根
尾
川

杭
瀬
川

水位低下洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項②

新丸山ダム（建設中）
【木曽川】

遊水機能を活かした洪水調節

横山ダム（再開発中）
【揖斐川】

遊水地等の整備
【長良川】

水位低下対策に係る施行の場所②

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

【 洪水調節機能の強化 】

： 整備メニュー
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項③ 堤防強化

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

【 洪水の通常の作用に対する安全性の強化 】
【 高潮に対する安全性の強化 】

堤防強化に係る施行の場所

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。
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内水対策洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項④

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

内水対策に係る施行の場所

【 排水ポンプの整備 】
【 遊水地の整備 】

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。
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危機管理対策洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項⑤

危機管理対策に係る施行の場所

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

【 防災関係施設の整備 】

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。
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河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

【流水管理・水利用】

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

流水管理・水利用

①

①

渇水時における対策

②
水利使用者相互間の水融通の
円滑化等を推進

新丸山ダムの建設

Ⅰ 河川水の適正な利用

①
渇水時の情報提供・情報伝達
体制を整備

Ⅲ

適正な水利権許認可

①

②

取水及び貯留制限流量の維持

②

Ⅴ 河川流量の再生 ①

徳山ダム渇水対策容量の活用

関係機関、利水者と連携し
節水対策強化の推進

木曽川水系連絡導水路の建設【再掲】

ダム等の総合運用の実施

④

③

Ⅳ 異常渇水対策

②

Ⅱ 流水の正常な機能の維持 河川環境の改善

②

①

①

都市河川等の水環境の改善

発電パイパス区間の流量回復

③ 低水管理に必要な情報交換

水利用の合理化

② 木曽川水系連絡導水路の建設

ダム等の総合運用の実施

※青字は具体的な施行の場所を示している整備メニュー
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： 整備メニュー

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

徳山ダム
岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（試験湛水中）

木曽成戸

万石

根尾川

（建設中）

伊勢湾

（実施計画調査中）

忠節

木曽川水系連絡導水路

≪新丸山ダム≫ （建設中）
・洪水調節
・不特定補給（既得用水、河川環境の改善）
・発電

≪木曽川水系連絡導水路≫ （実施計画調査中）
・異常渇水時の緊急水導水による河川環境の改善等
・新規利水の導水

≪徳山ダム≫ （試験湛水中）
・洪水調節
・不特定補給（既得用水、河川環境の改善）
・異常渇水時における緊急水の補給
・新規利水・発電

河川水の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

流水管理・水利用



18

新丸山ダム、木曽川水系連絡導水路の概要

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

新丸山ダムの建設 木曽川水系連絡導水路の建設

■導水路ルート

木曽川大堰

桑
原
川

下流施設

■目 的

（１）異常渇水時の河川環境の改善

木曽川水系の異常渇水時において、徳山ダムに確保された渇水対策容量の内の4,000万m3の水を木曽川

及び長良川に導水することにより、木曽川成戸地点で40m3/sを確保し、河川環境の改善を行う。

（２）新規利水（安全度向上分）の補給

徳山ダムで開発した愛知県及び名古屋市の都市用水を最大４m3/s導水することにより、木曽川で取水で

きるようにする。

■概 要

（１）木曽川水系連絡導水路の施設計画

揖斐川から木曽川への20m3/s導水施設のうち、揖斐川～長良川間は20m3/s、その先、長良川～木曽川

間は上流施設（15.3m3/s）と下流施設（4.7m3/s）で構成する。

（２）木曽川水系の流水ネットワーク

木曽川水系連絡導水路により、流水ネットワークが構築され、異常渇水時の危機管理能力が向上する。

 

施設名 河川名 位置 導水量 形式 水路断面 導水路長 

最大 20m3/s トンネル※１ 
標準馬蹄形 

2r＝4.0m※２ 
約 29km 

取水口（揖斐川） 

：西平ダム付近

放水口（長良川） 

：岐阜地区 

放水口（木曽川） 

：坂祝地区 

最大 15.3m3/s トンネル※１ 
円形 

2r＝3.8m※２ 
約 14km 

木曽川水系 

連絡導水路 

揖斐川 

長良川 

木曽川 

取水・放水口 

（長良川・木曽川）

：背割堤地区 

(最大 4.7m3/s) ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ － 約 1km 

 ※1：河川の横過等で圧力トンネルとなる区間もある。
※2：トンネル形式や最大導水量により断面形状が異なる区間もある。
※現時点における概略値であり、今後の詳細設計により変更することがある。

■目 的

（１）洪水調節

新丸山ダムは基準地点犬山における基本高水のピーク流量19,500m3/sに対し、新丸山ダムを含む流域内の洪
水調節施設により、6,000m3/sの洪水調節を行い、河道への配分流量（計画高水流量）を13,500m3/sにすることが
可能である。また、戦後最大洪水となる昭和58年9月洪水に対して、新丸山ダム及び既設ダムにより約4,000m3/s
の洪水調節を行うことができる。

（２）既得取水の安定化及び河川環境の保全等のための流水の確保

木曽川沿川の既得取水の安定化及び河川環境の保全等のために必要な流水としての容量15,000千m3を確保
する。1/10規模の渇水時においても、既設阿木川ダム及び味噌川ダムの不特定補給と合わせて、既得取水の安
定化を図るとともに、木曽成戸地点において河川環境の保全等のために必要な流量の一部である40m3/sを確保
する。

（３）発電

関西電力株式会社の既設丸山・新丸山発電所において、新たな15,000千m3の貯水容量の確保により最大出力
22,500kwを増電させ、最大出力210,500kwの発電を行う。

■概 要

・既設丸山ダムの下流47.5mの位置に、24.3m嵩上げすることにより、新たに66,830千m3の容量を確保し洪水調節、
既得取水の安定化及び河川環境の保全等を図る。

新丸山ダム完成予想図

3.872,409146,350122.5
重力式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾀﾞﾑ

左岸:御嵩町小和沢
右岸:八百津町八百津

木曽川

湛水面積
(km2)

流域面積
(km2)

総貯水容量
(千m3)

ダムの規模
(堤高) (m)

型式建設位置河川名

洪水調節容量 20,170千m3

発 電 容 量 18,220千m3

洪水調節容量 72,000千m3

約3.5倍

新丸山ダム

不特定容量 15,000千m3

発 電 容 量 18,220千m3

丸山ダム

※

堆 砂 容 量 41,130千m3

総貯水容量 79,520千m3 総貯水容量 146,350千m3

堆 砂 容 量 41,130千m3

※ 不特定容量…既得取水の安定化及び河川環境の保全等 のための流水の確保のための容量

■貯水容量配分図■ダム標準断面図

丸山ダム

長
良
川

木
曽
川

今渡ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

管
瀬
川

根
尾
川

板
屋
川

鳥
羽
川

伊
自
良
川

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

徳山ダム

横山ダム

西平ダム

【上流施設】
大部分が山岳トンネル
河川横過部は逆サイフォン

【下流施設】
長良川と木曽川の背割堤
を乗り越えるパイプライン

今渡ダム

犬山頭首工

木曽川大堰

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

管
瀬
川

根
尾
川

板
屋
川

鳥
羽
川

伊
自
良
川

揖
斐
川

長
良
川

木
曽
川

徳山ダム

横山ダム

西平ダム

【上流施設】
大部分が山岳トンネル
河川横過部は逆サイフォン

【下流施設】
長良川と木曽川の背割堤
を乗り越えるパイプライン

伊勢湾

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

万石

根尾川

（建設中）

15.3m3/s（治水12m3/s、利水3.3m3/s）

成戸

4.7m3/s（治水4m3/s、利水0.7m3/s）

20m3/s（治水16m3/s、利水4m3/s）

伊勢湾

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

万石

根尾川

（建設中）

15.3m3/s（治水12m3/s、利水3.3m3/s）

成戸

4.7m3/s（治水4m3/s、利水0.7m3/s）

20m3/s（治水16m3/s、利水4m3/s）

伊勢湾

木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

万石

根尾川

（建設中）

15.3m3/s（治水12m3/s、利水3.3m3/s）

成戸

4.7m3/s（治水4m3/s、利水0.7m3/s）

20m3/s（治水16m3/s、利水4m3/s）
木曽川

飛騨川

長良川

揖斐川

徳山ダム

岩屋ダム

新丸山ダム

阿木川ダム

横山ダム

西平ダム

犬山頭首工

牧尾ダム

味噌川ダム

長良川河口堰

木曽川大堰

（建設中）

万石

根尾川

（建設中）

15.3m3/s（治水12m3/s、利水3.3m3/s）

成戸

4.7m3/s（治水4m3/s、利水0.7m3/s）

20m3/s（治水16m3/s、利水4m3/s）

流水管理・水利用
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河川環境の整備と保全に関する事項

【環境】

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

環境

伊勢湾再生への連携

②
汽水域、緩流域の水質保
全

①支川の対策

関係機関、各種プロジェクトとの連
携（伊勢湾再生推進行動計画）

①③

①Ⅳ 水質の維持・改善

Ⅲ ①
ゾーニングによる環境の
保全

河川の特質を踏ま
えた環境の保全

③
地域住民やNPO等との連携
の推進

②
河川利用のルール策定と
マナー教育

河川浄化施設の整備②

流域における浄化対策との連携
（下水道整備、市民の取組み）

① 河川利用の調整

②

④
わかりやすい水質基準の
整備

③
伊勢湾への流出物質のモニタリング
と抑制

② 河口部の干潟・ヨシ原の再生

Ⅴ 流砂系の健全化 ①
関係する機関と連携した
調査・研究の推進

②
堆積土砂の下流域への還
元

安全な河川利用の適切な運用

特徴的な景観の保全
（日本ライン、金華山と長良
川、犬山城と木曽川）

①

景観法に基づく景観計画との
整合

③

水辺プラザ

水辺の楽校

①

拠点のネットワーク化

②

③

水辺のふれあい拠点の整備

② 景観の保全

③
地域住民やNPO等との
連携の推進

多自然川づくり

② 自然再生事業

③ 魚がすみやすい川づくり

①Ⅰ 河川環境の整備と保全

④

⑤

⑥

⑦

ヨシ原の保全・再生

樹林化対策

外来生物対策

①

②

③

連続性の確保

ワンド等の水際湿地の保全・
再生

砂礫河原の保全・再生

干潟の保全・再生

その他（トンボ池の湿地環境
の再生、南派川の流水環境の
確保、支川の緩流域環境の保
全・再生）

⑧

Ⅱ ①
川と人とのふれあいの
増進

②
治水対策、維持管理における
景観への配慮、改善

※青字は具体的な施行の場所を示している整備メニュー
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河川環境の整備と保全に関する事項① 河川環境の整備と保全

河川環境の整備と保全に係る施行の場所
（木曽川）

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
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東海大橋

新
木
曽

橋

木
曽
川
橋

名
鉄
木
曽
川
橋

立田大橋

尾張大橋

木曽川大橋

東名阪木曽川橋

平
成
川
島
大
橋

川
島
大
橋

新
太
田
橋

中
濃
大
橋

近鉄木曽川橋
JR木曽川橋

湾岸木曽川橋

名神
木曽川橋

ワンド等の水際湿地の再生
(26.0～56.8k付近)

トンボ池の湿地環境の再生
(北派川0.8k付近)

上流域

中流域

下流域

河口域

南派川

南派川の流水環境の確保
(南派川0.0～8.0k付近)

ヨシ原・干潟の再生
(河口～26.0k付近)

伊勢湾

北派川

整備メニュー（治水対策）
：河道掘削
：樹木伐開
：高水敷整備

砂礫河原の再生
(40.0～56.8k付近)

外来生物対策
(46.2～46.6k付近)
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河川環境の整備と保全に関する事項② 河川環境の整備と保全

河川環境の整備と保全に係る施行の場所
（長良川）

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

45k

50k
55k

k

5k

15k

20k

25k

30k

35k

40k

0k

0k

5k

南濃大橋

新幹線
長良川橋

羽島大橋

ＪＲ
長良川橋 穂積大橋

河渡橋 鏡島大橋
大縄場大橋

忠節橋

金華橋

長良東海大橋

JR揖斐川橋梁
近鉄揖斐川橋梁

湾岸揖斐川橋

揖斐長良大橋

東名阪揖斐・長良川橋

伊勢大橋

長良川大橋

大藪大橋

長良大橋
新
犀
川
橋

記念大橋

鵜
飼
大
橋

長
良
橋

島大橋

繰船橋

竹橋
寺田橋

名神
長良川橋

尻毛橋

中流域

下
流
域

河
口
域

干潟の再生
(河口～5.4k付近)

砂礫河原の再生
(42.0～56.2k付近)

ワンド等の水際湿地の再生
(24.0～42.0k付近)

ヨシ原の再生
(河口～24.0k付近)

伊自良川
支川の緩流域環境の再生
(伊自良川0.0～5.6k付近)

長良川河口堰

伊勢湾

● 金華山

整備メニュー（治水対策）
：河道掘削
：樹木伐開
：高水敷整備

犀川
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河川環境の整備と保全に関する事項③ 河川環境の整備と保全

河川環境の整備と保全に係る施行の場所
（揖斐川）

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更すること

がある。
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今尾橋

福束橋

新幹線
揖斐川橋 大垣大橋

揖斐大橋
新揖斐川橋

鷺田橋

根尾川大橋

新藪川橋

大野橋

平野庄橋

三町大橋

井ノ口橋

杭瀬川橋

塩田橋

水都大橋

柳橋
広瀬橋

岡島頭首工

山口頭首工

油島大橋

海津橋

福岡大橋

養老大橋

鳥江・高渕橋

旧塩田橋

近鉄牧田川橋

高
田
橋

多
芸
橋

新幹線杭瀬川橋

県道揖斐川橋
揖斐川橋

神戸大橋 下座倉橋

真大橋

東名阪揖斐 長良川橋

揖斐長良大橋

湾岸揖斐川橋

伊勢大橋

JR揖斐川橋梁
近鉄揖斐川橋梁

名神
揖斐川橋

河
口
域

0k

5k

15k

10k

60k

連続性の確保
(揖斐川49.4～57.0k付近、
根尾川7.8～11.8k付近)

中
流
域

下
流
域

支川の緩流域環境の再生
(杭瀬川0.0～5.8k付近、
肱江川0.0～2.0k付近)

砂礫河原の再生

(揖斐川39.0～61.0k付近、
根尾川0.0～12.0k付近)

ヨシ原の再生

(揖斐川 河口～26.0k付近)

ワンド等の水際湿地の再生
(揖斐川7.2～61.0k付近)

伊勢湾

干潟の再生

(揖斐川 河口～20.0k付近)

根
尾
川

牧
田

川

多度川

肱江川

整備メニュー（治水対策）
：河道掘削
：樹木伐開
：高水敷整備

杭
瀬
川
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水辺の楽校
－化石林公園－

国営木曽三川公園
河川環境楽園

祖父江砂丘

水辺の楽校
－水郷の森－

国営木曽三川公園
ワイルドネイチャープラザ

国営木曽三川公園
かさだ広場

各務原アウトドアフィールド

国営木曽三川公園
三派川地区センター

潮干狩り

水上バイクなど

笠松港公園ほか

犬山城
（国宝）

名勝木曽川堤
（サクラ）

（国天・国名勝）

国営木曽三川公園
東海広場

犬山の鵜飼い

国営木曽三川公園
138タワーパーク

草井の渡し

江南緑地公園
（すいーとぴあ江南）

名勝木曽川：日本ライン
（国名勝）

いかだ下り

水上バイクなど

国営木曽三川公園
船頭平河川公園

国営木曽三川公園
カルチャービレッジ

長島総合グラウンド

木曽川文庫

水辺プラザ
－ 一宮水辺プラザ －

水辺プラザ
－ 江南水辺プラザ －

拠点のネットワーク化

：国営木曽三川公園（整備済）

：名所・旧跡等

：河川利用

：拠点（整備済）

：拠点（整備中）

：拠点のネットワーク化：自転車道（整備済）

：拠点のネットワーク化（構想）

北派川

南派川

上流域

中流域

下流域

河口域

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

河川環境の整備と保全に関する事項④ 川と人とのふれあいの増進

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

川と人とのふれあいの増進に係る施行の場所
（木曽川）
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伊自良川

水辺の楽校
－ 犀川水辺の楽校 －

金華山と長良川

水辺の楽校
－平田・輪之内水辺の楽校－

長良川のプロムナード
(岐阜市）

国営木曽三川公園
アクアワールド

水郷パークセンター

国営木曽三川公園
船頭平河川公園

木曽・長良背割堤の桜並木

水浴場

国営木曽三川公園
長良川サービスセンター

長良川河口堰

アクアプラザながら
（水資源機構）

岐阜千本松原公園自転車道路

小紅の渡し

池の上のみそぎ祭り

水上バイクなど

鵜飼

レガッタコース

国営木曽三川
公園センター

木曽川文庫

拠点のネットワーク化

拠点のネットワーク化

犀川 中流域

下
流
域

河
口
域

：国営木曽三川公園（整備済）

：名所・旧跡等

：河川利用

：拠点（整備済）

：拠点（整備中）

：拠点のネットワーク化：自転車道（整備済）

：拠点のネットワーク化（構想）

河川環境の整備と保全に関する事項⑤ 川と人とのふれあいの増進

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

川と人とのふれあいの増進に係る施行の場所
（長良川）

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。
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千本松原

国営木曽三川公園
アクアワールド

水郷パークセンター

国営木曽三川
公園センター

七里の渡し跡
（県史跡）

ほたる祭り

花火大会

宝光院裸祭り

水上バイクなど

大野揖斐川パーク

多数のヤナ

拠点のネットワーク化

根
尾
川

牧
田川

多度川

肱江川

杭
瀬
川

中流域

下
流
域

河
口
域

：国営木曽三川公園（整備済）

：名所・旧跡等

：河川利用

：拠点（整備済）

：拠点（整備中）

：拠点のネットワーク化：自転車道（整備済）

：拠点のネットワーク化（構想）

河川環境の整備と保全に関する事項⑥ 川と人とのふれあいの増進

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第１節 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要

川と人とのふれあいの増進に係る施行の場所
（揖斐川）

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。



26

洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第２節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

【維持管理】

維持管理

Ⅹ

Ⅺ

適正な流水管理や水利用河川水の適正な利
用及び流水の正常
な機能の維持

⑤ 水質事故対応

河川の清潔の維持

①

①
貯水池及び周辺工作物の維
持管理

Ⅷ
ダム貯水池の維持
管理

② 貯水池容量の維持

③ 流下物の処理

④
貯水池及び下流部の環境維
持

Ⅸ 危機管理対策 ① 洪水時等の管理

② 水防に関する連携・支援

④ 河川情報システムの整備

③
東海ネーデルランド高潮・
洪水対策

河川利用・水面利用の適正
化

②
渇水時及び異常渇水時の対
応

② 水質の維持

① 不法投棄物の処理

① 河川愛護団体等との連携

地域に開かれたダム指定、
水源地域ビジョンの実施

Ⅻ
地域と連携した取
り組み

②

③
※青字は具体的な施行の場所を示している整備メニュー

Ⅰ 堤防の維持管理

Ⅴ 許可工作物の適正維持管理

Ⅳ
河川維持管理機器等の維持
管理

① 堤防の維持管理

② 堤防除草

①
樋門・樋管、排水機場等の
維持管理

② 老朽化に伴う施設更新

① 河床・河岸維持管理

② 樹木の維持管理

①
光ケーブル・CCTVの維持更
新

② 危機管理施設の維持

① 堤体、放流施設の維持更新

Ⅵ 流下物の処理 ① 流木、ゴミ処理

Ⅶ
ダム本体・観測機器等の維
持管理

② 観測機器等の維持更新

Ⅱ 河川工作物の維持管理

Ⅲ 河道の維持
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項① 維持管理(管理施設)

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第２節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

維持管理に係る施行の場所①

【 管理施設 】

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

南濃大橋

名神長良川橋

新幹線
長良川橋

羽島大橋

ＪＲ長良川橋
穂積大橋

河渡橋 鏡島大橋
大縄場大橋

忠節橋

金華橋

JR揖斐川橋梁
近鉄揖斐川橋梁

湾岸揖斐川橋

揖斐長良大橋

東名阪揖斐・長良川橋

伊勢大橋

長良川大橋

大藪大橋

長良大橋

新
犀
川
橋

記念大橋

尻毛橋
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飼
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橋
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島大橋

繰船橋
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新幹線
木曽川橋
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愛岐大橋

ライン大橋
犬山頭首工

今渡ダム

木曽川大堰
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橋
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井ノ口橋
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犀川

伊自良川

北派川

木曽川

南派川

根尾川

長良川
揖斐川

JR木曽川橋
近鉄木曽川橋

湾岸木曽川橋

多度川

肱江川

床止め

陸閘

樋門・樋管

排水機場

水門

凡例
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南濃大橋

名神長良川橋

新幹線
長良川橋

羽島大橋

ＪＲ長良川橋
穂積大橋

河渡橋 鏡島大橋
大縄場大橋

忠節橋

金華橋

JR揖斐川橋梁
近鉄揖斐川橋梁

湾岸揖斐川橋

揖斐長良大橋

東名阪揖斐・長良川橋

伊勢大橋

長良川大橋

大藪大橋

長良大橋

新
犀
川
橋

記念大橋

鵜
飼
大
橋

長
良
橋

島大橋

繰船橋

尻毛橋

名神�
木曽川橋

新幹線

木曽川橋

木曽川橋

愛岐大橋

ライン大橋

犬山頭首工

今渡ダム

木曽川大堰

小網橋

犬山橋

一色大橋

太田橋

河田橋

濃尾大橋

JR

渡橋

尾濃大橋

東海大橋

新
木
曽
川
橋

木
曽
川
橋

名
鉄
木
曽
川
橋

立田大橋
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洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項② 維持管理(樹木伐開)

第３章 河川の整備の実施に関する事項
第２節 河川の維持の目的、種類及び施行の場所

維持管理に係る施行の場所②

【 樹木伐開 】

※現時点における主な施行の場所等を示したものであり、
今後の河川の状況等により、必要に応じて変更することがある。

凡例

樹木伐開(維持)


